
第132回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項
（交付書面非記載事項）

事業報告
業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

連結計算書類
連結株主資本等変動計算書
連結注記表

計算書類
株主資本等変動計算書
個別注記表

第132期（2025年４月１日〜2026年３月31日）

上記の事項につきましては、法令及び当社定款第15条第２項の規定に基づ
き、書面交付請求をされた株主様に対して交付する書面には記載しておりま
せん。
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１．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
１）業務の適正を確保するための体制（内部統制システム構築の基本方針）

当社グループは、「トピー工業グループは、事業の存続と発展を通じて、広く社会の公器
としての責務を果たし、持続可能な循環社会の実現に貢献する。」を「グループ基本理念」
とし、これに基づく具体的な行動基準として、「グループ行動規範」を定め、企業行動の指
針とする。

また、業務の有効性及び効率性の向上や財務報告の信頼性確保、事業活動に関わる法令等
の遵守、資産の保全、その他当社グループの業務の適正を確保するため、以下の体制を構
築・運用するとともに、その継続的改善に努める。

（1）当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制

① 法令・企業倫理遵守の基本精神に則り、「グループ基本理念」及び「グループ行動規
範」を取締役及び使用人等全員へ周知する。

② 法令・企業倫理遵守を強化するために「リスクマネジメント委員会」を設置し、法令
等遵守の施策を推進する。

③ 各部門の業務に関する法令一覧及び「グループ・コンプライアンスガイドブック」の
活用、研修・説明会の実施等を通じて、事業活動に係わるコンプライアンスに関する取
締役及び使用人等の責任を明確化し、社内規程を整備するとともに周知することで法令
等遵守を推進する。

④ 内部通報に関する社内規程に従い、「グループ企業倫理相談室」及び「グループ・コ
ンプライアンス・ホットライン」を設置し、法令・企業倫理遵守に関する取締役、使用
人及び取引先等からの相談・通報への対応を行う。なお、これらの相談・通報について
は、秘密を厳守し、相談者・通報者に対し、当該相談・通報をしたことを理由として不
利益な取扱いをしない。

⑤ 社長直轄の内部統制・監査部（監査室）を置き、各部門等の内部統制システムの構築
及び運用状況を監査する。

⑥ 社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力は、警察及び外部の専門機関と常に連
携を取りながら断固として排除する。

（2）当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 法令ならびに情報の保存及び管理に関する社内規程に従い、取締役の職務の執行に係

る情報の保存と管理を適切に行う。
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② 取締役及び監査役が当該情報を常時閲覧できる状態に維持する。
（3）当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① リスクマネジメントに関する社内規程に従い、コンプライアンス、安全衛生・防災・
環境、品質欠陥、天災地変、その他重大な損失を被るリスクに対し、各部門が主体的・
継続的に取り組むことを基本とする。「リスクマネジメント委員会」は、その進捗状況
を定期的に把握・評価するとともに各部門へ助言等を行い未然防止に努める。

② 大規模災害等の緊急事態の発生に備え、事業継続計画を策定し、事業を維持・早期復
旧させるための体制を整備する。

③ 経営上の影響が大きい緊急事態が発生した場合、社長を本部長とする「特別対策本
部」等を設置し、必要な対応を行う。

（4）当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会（原則月１回開催、必要のある場合随時開催）において、法令または定款で

定められた事項のほか、経営の基本方針をはじめ、「取締役会規程」に定める会社の重
要事項を決議する。

② 取締役会の審議が効率的に行われることを確保するため、取締役等で構成する経営会
議（原則週１回開催）において、取締役会決議事項の事前審議を行うとともに、業務執
行の方針・計画及び実施についても審議し、適正な経営判断を行う。

③ 執行役員制度により経営の機能を「経営意思決定機能」と「業務執行機能」に区分
し、経営の活性化と効率化を図る。

（5）当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
グループ会社の管理に関する社内規程に従い、当社グループが一体となった経営を行

うために以下の体制を整備し、その適切な運用を図るとともに、グループ各社に相応し
い内部統制システムの構築を指導する。
ⅰ グループ各社より当該グループ会社の事業方針・計画、決算等経営状況について適

宜報告を受ける。
ⅱ リスクマネジメントに関する社内規程に従い、グループ会社のリスクマネジメント

を推進する。
ⅲ グループ各社に対する経営管理担当部署、経営管理業務及び事前協議事項を定め、

業績評価を事業年度ごとに実施するとともに、自律的な経営を促す。
ⅳ 法令・企業倫理遵守に係る当社体制をグループ各社に準用し、その施策を推進する

とともに、実施状況について把握・評価する。
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（6）当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
① 監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合には、必要に応じ、補助使用人を

置く。
② 当該補助使用人の人事等については、取締役と監査役が事前協議の上決定する。
③ 当該補助使用人は監査役の指示の下で職務を補助する。

（7）当社の監査役への報告に関する体制
① 当社の取締役及び使用人等は、監査役に対し、法定の事項に加え、内部監査部の活動

内容、常設委員会の活動内容、その他当社グループに重大な影響を及ぼす事項等につい
て報告する。

② グループ会社の取締役、監査役及び使用人等は、当社の監査役に対し、法定の事項に
加え、職務の執行状況その他当社グループに重大な影響を及ぼす事項等について、直接
または当社関係部門を通じて報告する。

③ 内部通報に関する社内規程に準じ、監査役に報告した者に対し、当該報告をしたこと
を理由として不利益な取り扱いをしない。

（8）その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役が取締役及び使用人等の重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握する

ために、取締役会に出席し、業務執行に関する重要な文書等を閲覧し、必要に応じ、取
締役または使用人等にその説明を求めることができる。

② 代表取締役は監査役との定期的な意見交換会を開催する。
③ 監査役が外部の専門家から監査業務に関する助言を受ける機会を確保する。
④ 監査役の職務執行に必要な費用は予算計上し、社内規程に従い、前払いまたは事後償

還請求に応じる。

２）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
（1）内部統制システム全般

当社及びグループ各社の内部統制システムの有効性を確保するとともに、その継続的な改
善を行うため、当社の内部統制・監査部（監査室）が、年間の監査方針及び監査計画に基づ
いて、会社法及び金融商品取引法の内部統制に関する当社グループのモニタリングを行って
おります。

（2）コンプライアンス体制
「グループ基本理念」「グループ行動規範」「サステナビリティ基本方針」等の各種規範を
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定め、ウェブサイト、社内報、グループ・コンプライアンスガイドブック等を用いて、当社
グループの役員及び従業員へ周知しております。また、当社のリスクマネジメント委員会の
主導の下、当社の各部門及びグループ各社は、コンプライアンスの徹底についての年間活動
計画を策定し、改善活動を推進するとともに、情報共有を行っております。加えて、当社の
主管部門等が、当社グループの各階層に対する各種のコンプライアンス教育を実施しており
ます。

内部通報制度については、「グループ企業倫理相談室およびグループ・コンプライアン
ス・ホットライン規程」に秘密の厳守及び相談・通報者が不利益を受けない旨を規定すると
ともに、外部の弁護士事務所にも受付窓口を設けております。

（3）リスク管理体制
当社のリスクマネジメント委員会が主導して、当社の各部門及びグループ各社が、リスク

マネジメントに関わる年間活動計画を策定し、改善活動を推進しております。また、当社グ
ループにおいて、リスクマネジメントに関わる事案が発生あるいは発生のおそれがある場合
は、リスクマネジメント委員会等に報告され、リスクマネジメント体制を通じて、適宜指導
を行っております。リスクマネジメント委員会の活動内容は、実効性を確認するため取締役
会に報告しております。

大規模災害等が発生したときは、代表取締役社長を本部長とした特別対策本部等を設置し
て対応する体制を構築しております。また、事業継続計画を策定し、定期的に見直すととも
に、建物及び生産設備の耐震化、災害発生を想定した定期的な訓練等を行っております。

また、事業における損失に関わる重要なリスク事項について、予算委員会や経営会議にお
ける予算検討プロセスにおいて管理を行っております。

（4）取締役の職務執行
取締役会は、法令または定款で定められた事項のほか、「取締役会規程」で定める会社の

重要事項を決議しております。また、業務執行取締役等で構成する経営会議において、取締
役会決議事項の事前審議を行うとともに、経営会議に出席していない社外取締役へは取締役
会決議事項の事前説明を行うほか定期的な事業状況の説明を行っております。加えて、「取
締役会付議書の作成に関する細則」を定めて運用するほか、取締役会の実効性評価を実施す
る等、取締役会の審議の効率化と意思決定の合理性の確保に努めております。

（5）グループ会社の経営管理
「グループ会社管理規程」に基づいて、当社の主管部門がグループ各社から事業方針、計

画、決算等について適宜報告を受け、重要事項については経営会議または取締役会において
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決裁しております。また、グループ各社の自律的な経営を促すとともに、グループ各社の業
績やリスクマネジメントの状況等を評価項目とした経営健全度評価を年度ごとに実施し、こ
の結果に基づいて、当社の主管部門がグループ各社への指導・支援を行っております。

（6）監査役の監査
監査役は、取締役会のほか、常勤監査役による経営会議その他重要な会議への出席等を通

じて、内部統制・監査部（監査室）やリスクマネジメント委員会等の活動内容、その他当社
グループに重要な影響を及ぼす事項等について報告を受けております。取締役会決議事項に
ついては、経営会議に出席しない社外監査役も含め、監査役は事前に説明を受けておりま
す。また、代表取締役と監査役との定期的な意見交換会のほか、社外取締役と監査役との情
報共有ミーティングを開催しております。

当社グループにおいて、リスクマネジメントに関わる事案が発生あるいは発生するおそれ
がある場合は、「グループ・リスクマネジメント規程」に基づいて監査役へも報告しており
ます。また、「グループ企業倫理相談室およびグループ・コンプライアンス・ホットライン
規程」に基づいて、内部通報について監査役へ報告する体制を整備しております。
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連結株主資本等変動計算書
（2025年 4 月 1 日から）2026年 3 月31日まで

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計
当 期 首 残 高 20,983 18,622 73,984 △4,210 109,379
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △2,485 △2,485
親会社株主に帰属する当期純利益 10,151 10,151
自 己 株 式 の 取 得 △2,000 △2,000
自 己 株 式 の 処 分 233 526 759
株主資本以外の項目の当期
変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 − 233 7,666 △1,473 6,425
当 期 末 残 高 20,983 18,855 81,651 △5,684 115,804

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非支配株
主 持 分 純資産合計その他有

価証券評
価差額金

繰延ヘッジ
損 益

為替換算
調整勘定

退職給付
に係る調
整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

当 期 首 残 高 12,968 △9 10,868 2,070 25,898 1,435 136,713
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △2,485
親会社株主に帰属する当期純利益 10,151
自 己 株 式 の 取 得 △2,000
自 己 株 式 の 処 分 759
株主資本以外の項目の当期
変 動 額 ( 純 額 ) △1,159 11 1,251 2,163 2,266 5 2,271

当 期 変 動 額 合 計 △1,159 11 1,251 2,163 2,266 5 8,697
当 期 末 残 高 11,808 2 12,119 4,234 28,165 1,440 145,410
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連結注記表
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
（1） 連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の状況
・連結子会社の数 26社
・主要な連結子会社の名称 トピー実業株式会社

トピー海運株式会社
トピー工業九州株式会社
株式会社三和部品
トピーアメリカ, INC.
福建トピー汽車零件有限公司
トピー履帯（中国）有限公司
トピー パリンダ マニファクチャリング インドネシア
トピー・エムダブリュ・マニュファクチャリング・メキシコS.A. DE C.V.
アサヒテック・アルミニウム・タイランド
（注）トピー工業九州株式会社については、2025年10月１日付で九州

ホイール工業株式会社から名称変更しています。
② 非連結子会社の状況

・主要な非連結子会社の名称 株式会社トピーエージェンシー
・連結の範囲から除いた理由 非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも小規模であり、かつ、全体
としても連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲
から除きました。

（2） 持分法の適用に関する事項
① 持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の状況

・持分法適用の非連結子会社又は関連会社数
３社

・主要な会社等の名称 北越メタル株式会社
② 持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社の状況

・主要な会社等の名称 株式会社トピーエージェンシー
・持分法を適用しない理由 持分法適用外の非連結子会社及び関連会社は、それぞれ当期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等が連結計算書類に
及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分
法の適用範囲から除きました。
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（3） 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券
その他有価証券
・市場価格のない株式等以外

のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）を採用しています。

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しています。
ロ．デリバティブ 時価法を採用しています。
ハ．棚卸資産

・商品 主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づ
く簿価切下げの方法により算定）を採用しています。

・製品、半製品、原材料、仕
掛品

主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基
づく簿価切下げの方法により算定）を採用しています。

・貯蔵品 ロールは個別法、その他は主として移動平均法による原価法（貸借対照
表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用し
ています。

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産
（リース資産を除く）

当社の建物・機械装置及び運搬具は、定率法と定額法を併用し、その他
は定率法を採用しています。ただし、1998年４月１日以後に取得した
建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以後に取得した建
物附属設備及び構築物については、定額法を採用しています。

ロ．無形固定資産
（リース資産を除く）

・ソフトウエア（自社利用） 社内における見込利用可能期間（５年間）に基づく定額法を採用してい
ます。

・その他の無形固定資産 定額法を採用しています。
ハ．リース資産

・所有権移転外ファイナン
ス・リース取引に係るリー
ス資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用していま
す。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース開始日が
2008年３月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係
る方法に準じた会計処理を採用しています。

③ 重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金 売掛債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能
性を検討し、回収不能見込額を計上しています。
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ロ．執行役員退職慰労引当金 当社の執行役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社は内部規定に基
づく当連結会計年度末要支給額を計上しています。

ハ．役員株式給付引当金 当社の取締役等への当社株式の交付に備えるため、当社は内部規定に基
づく当連結会計年度末における株式給付債務の見込額を計上していま
す。

ニ．株式給付引当金 当社の従業員等への当社株式の交付に備えるため、当社は内部規定に基
づく当連結会計年度末における株式給付債務の見込額を計上していま
す。

ホ．役員退職慰労引当金 一部の子会社において、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内部規
定に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しています。

④ 収益及び費用の計上基準
当社グループは鉄鋼セグメント及び自動車・産業機械部品セグメントの各商品及び製品の製造、販売を

主な事業としています。これらの商品及び製品の販売については、商品及び製品の引渡時点において顧客
が当該商品及び製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、商品及び製
品の引渡時点で収益を認識しています。国内の販売においては、出荷時から顧客による検収時までの期間
が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しています。

なお、商品及び製品の販売のうち、当社及び連結子会社が代理人に該当すると判断したものについて
は、顧客から受取る対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しています。

また、収益は顧客との契約において約束された対価から返品、値引き及び割戻し等を控除した金額で測
定しています。

取引の対価は履行義務を充足してから１年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれていません。
⑤ その他連結計算書類の作成のための重要な事項

イ．退職給付に係る負債の計上
基準

退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年
度末における見込額に基づき、退職給付債務から年金資産を控除した額
を計上しています。数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時にお
ける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として15年）によ
る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処
理しています。過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理してい
ます。未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税
効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給
付に係る調整累計額に計上しています。なお、退職給付債務の算定にあ
たり、退職給付見込額を当連結会計年度までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっています。

ロ．グループ通算制度を適用す
る場合の会計処理及び開示
に関する取扱い

当社及び国内連結子会社等は、グループ通算制度を適用しており、「グ
ループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」

（実務対応報告第42号 2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法
人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を
行っております。
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２．会計上の見積りに関する注記
（固定資産の減損）
（1） 当連結会計年度計上額

連結子会社 福建トピー汽車零件有限公司の自動車用ホイールに係る有形固定資産及び無形固定資産
減損損失 639百万円
有形固定資産及び無形固定資産 907百万円

（2） 連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法

当社連結子会社である福建トピー汽車零件有限公司の有形固定資産及び無形固定資産において、中国に
おける日系自動車メーカーの乗用車販売数量の減少等により、厳しい経営状況が継続し営業損失を計上し
ていたため、有形固定資産及び無形固定資産の減損の検討を行いました。同社は国際会計基準を適用して
おり、前連結会計年度に策定した事業計画に従って活動していましたが困難な状況等により、販売計画が
未達となりました。今後の事業計画を見直して減損テストを実施した結果、正味売却価額が資産グループ
の帳簿価額を下回っているため、帳簿価額を正味売却価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上
しています。

資産グループの正味売却価額は、主として第三者が評価した不動産鑑定評価等に基づき算定されていま
す。

② 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
正味売却価額の算定における主要な仮定は、不動産鑑定評価における面積当たり単価の考慮です。

③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
上記の主要な仮定は、不動産市況の変動及び将来の不確実な経済状況によって影響を受ける可能性があ

ります。これらの影響により、翌連結会計年度以降に減損損失を認識する可能性があります。

３．連結貸借対照表に関する注記
（1） 担保に供している資産及び担保に係る債務

担保に供している資産
建物及び構築物 1,160百万円
土地 207百万円
計 1,368百万円

担保に係る債務
長期預り金（固定負債「その他」） 724百万円
計 724百万円

（2） 有形固定資産の減価償却累計額 327,114百万円

（3） 保証債務
従業員 借入債務 18百万円
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４．連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1） 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数
発 行 済 株 式
普 通 株 式 24,077千株 − − 24,077千株

合 計 24,077千株 − − 24,077千株
自 己 株 式
普 通 株 式 2,023千株 677千株 238千株 2,462千株

合 計 2,023千株 677千株 238千株 2,462千株
（注）１．普通株式の自己株式数には、取締役等及び従業員向け株式報酬制度に係る信託が所有する当社株式を

含めています。
２．普通株式の自己株式数の増加677千株は、取締役会決議による増加443千株、従業員向け株式報酬制

度に係る信託による取得233千株及び単元未満株式の買取りによる増加０千株です。
３．普通株式の自己株式数の減少238千株は、自己株式の処分による減少233千株及び取締役等向け株式

報酬制度に係る信託からの交付による減少４千株です。

（2） 剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり
の配当額
（円）

基準日 効力発生日

2025 年 ５ 月 20 日
取 締 役 会 普通株式 1,613 73.0 2025年３月31日 2025年６月６日

2025 年 11 月 ５ 日
取 締 役 会 普通株式 871 40.0 2025年９月30日 2025年12月２日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

決議予定 株式の種類
配当金の総額

（百万円）
配当の原資

１株当たり
の配当額
（円）

基準日 効力発生日

2026 年 ５ 月 21 日
取 締 役 会 普通株式 1,970 利益剰余金 90.0 2026年３月31日 2026年６月９日
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５．金融商品に関する注記
（1） 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入や社債発行）を調達していま

す。一時的な余資は主に流動性が高くかつリスクが低い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀
行借入により調達しています。デリバティブ取引は、後述するリスクを回避するために利用し、投機的な
取引は行わない方針です。

② 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。また、海外で事業を行う

にあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替レートの変動リスクに晒されていますが、このうち一部は先
物為替予約を利用してヘッジしています。

有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに
晒されています。

営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、その全てが１年以内の支払期日です。一部外貨
建てのものについては、為替レートの変動リスクに晒されていますが、このうち一部は先物為替予約を利
用してヘッジしています。

短期借入金は主に運転資金を目的としたものです。また、長期借入金、社債及びファイナンス・リース
取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は主に７年以内
です。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されていますが、デリバティブ取引（金利スワップ取引）
を利用してヘッジしています。

デリバティブ取引は、外貨建ての債権債務に係る為替レートの変動リスクに対するヘッジを目的とした
先物為替予約取引及び通貨スワップ取引、商品現物取引の価格の変動リスクに対するヘッジを目的とした
商品先物取引、借入金及び社債に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取
引です。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
・信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社グループは、社内規程に従い、営業債権については、各事業部門における営業部が主要な取引先
の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪
化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っています。

デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスク
はほとんどないと認識しています。

・市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社及び一部の連結子会社では、外貨建ての営業債権債務については、通貨別・月別に把握された為

替レートの変動リスクに対して、一部は先物為替予約を利用してヘッジしています。また、借入金に係
る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しています。

当社グループでは、有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の
財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しています。
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また、当社グループの金利スワップ、通貨先物為替予約、通貨スワップ及び商品先物取引等のデリバ
ティブ取引の執行・管理については、社内規程に則って実行しています。当該規程には、取引の方針、
利用目的、利用範囲及び報告体制に関する規定が明記されています。また、取引実行部門と取引内容を
チェックする部門を組織的に独立させ、相互牽制機能が働く体制を採用しています。

・資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社グループは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するととも

に、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しています。
④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれています。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することがあります。

（2） 金融商品の時価等に関する事項
当連結会計年度末における主な金融商品の連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

のとおりです。
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価

（百万円）
差額

（百万円）
（1） 投資有価証券(＊2) 19,697 19,697 −

資産計 19,697 19,697 −
（1） 社債(＊3) 25,000 23,968 △1,032
（2） 長期借入金(＊4) 14,891 14,345 △546

負債計 39,891 38,313 △1,578
デリバティブ取引(＊5)

ヘッジ会計が適用されていないもの 538 538 −
ヘッジ会計が適用されているもの 4 4 −

（＊1）「現金及び預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産（契約資産を除く）」、「支払手形及び買掛金」、「電子
記録債務」及び「短期借入金（一年以内返済予定の長期借入金は除く）」は短期間で決済されるため時価
が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しています。

（＊2）市場価格のない株式等は、「（1） 投資有価証券」には含まれていません。当該金融商品の連結貸借対照
表計上額は以下のとおりです。

区分 当連結会計年度（百万円）
非上場株式 436

（＊3）一年以内償還予定社債は、社債に含めて示しています。
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（＊4）短期借入金に計上されている一年以内返済予定の長期借入金については、長期借入金に含めて示してい
ます。

（＊5）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示し、合計で正味の債務となる項目につ
いては（ ）で示しています。

（3） 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しています。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価

の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定

に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しています。
① 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券

その他有価証券
株式 19,697 − − 19,697

デリバティブ取引
通貨関連 − 611 − 611

資産計 19,697 611 − 20,309
デリバティブ取引

通貨関連 − 68 − 68
負債計 − 68 − 68

2026年05月21日 12時43分 $FOLDER; 15ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



― 15 ―

② 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
社債 − 23,968 − 23,968
長期借入金 − 14,345 − 14,345

負債計 − 38,313 − 38,313
（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しています。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレ

ベル１の時価に分類しています。
デリバティブ取引

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引及びヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、取
引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しており、レベル２の時価に分類しています。また、金利
スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされる長期借入金と一体として処理されているため、その時
価は当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
社債

当社の発行する社債の時価は、元利金の合計額と、当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基
に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しています。
長期借入金

長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該長期借入金の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基
に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しています。

なお、変動金利による長期借入金については、時価は帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によってい
ます。

６．賃貸等不動産に関する注記
（1） 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社及び一部の連結子会社では、東京都その他の地域において、賃貸用の商業施設等（土地を含む。）を
有しています。

（2） 賃貸等不動産の時価に関する事項
連結貸借対照表計上額（百万円） 時価（百万円）

5,082 21,796
（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。

２．当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて第三者機関で算定した金額
です。
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７．収益認識に関する注記
（1） 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）
報告セグメント

その他
（注） 合計

鉄鋼 自動車・
産業機械部品 計

日本 83,553 128,981 212,534 4,668 217,202
米国 861 34,373 35,234 30 35,265
中国 45 5,640 5,686 25 5,711
その他 4,766 32,639 37,405 307 37,713
顧客との契約から生じ
る収益 89,226 201,635 290,861 5,031 295,892

その他の収益 − − − 1,857 1,857
外部顧客への売上高 89,226 201,635 290,861 6,889 297,750

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、合成マイカ、屋内外サインシ
ステム、土木・建築及びスポーツ施設の運営等を含んでいます。

（2） 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 （3） 会計方針に関する事項 ④

収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
（3） 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

契約資産及び契約負債の残高等に重要性が乏しいため、記載を省略しています。

８．１株当たり情報に関する注記
（1） １株当たり純資産額 6,660円64銭
（2） １株当たり当期純利益 465円37銭

９．その他の注記
記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。
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株主資本等変動計算書
（2025年 4 月 1 日から）2026年 3 月31日まで

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計資本準備金 そ の 他

資本剰余金
資本剰余金
合 計

その他利益剰余金 利益剰余金
合 計固 定 資 産

圧縮積立金
繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 20,983 18,528 245 18,774 64 32,303 32,367 △4,205 67,919
当 期 変 動 額

固定資産圧縮積立金の取崩 △3 3 − −
剰 余 金 の 配 当 △2,485 △2,485 △2,485
当 期 純 利 益 10,038 10,038 10,038
自 己 株 式 の 取 得 △2,000 △2,000
自 己 株 式 の 処 分 233 233 526 759
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 − − 233 233 △3 7,556 7,553 △1,473 6,312
当 期 末 残 高 20,983 18,528 478 19,007 60 39,859 39,920 △5,679 74,232

評価・換算差額等
純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 12,262 12,262 80,182
当 期 変 動 額

固定資産圧縮積立金の取崩 −
剰 余 金 の 配 当 △2,485
当 期 純 利 益 10,038
自 己 株 式 の 取 得 △2,000
自 己 株 式 の 処 分 759
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) △1,354 △1,354 △1,354

当 期 変 動 額 合 計 △1,354 △1,354 4,957
当 期 末 残 高 10,908 10,908 85,140
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1） 資産の評価基準及び評価方法

① 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法を採用しています。
② その他有価証券

・市場価格のない株式等以外
のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）を採用しています。

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しています。
③ 棚卸資産

・製品、半製品、原材料、仕
掛品

移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価
切下げの方法により算定）を採用しています。

・貯蔵品 ロールは個別法、その他は移動平均法による原価法（貸借対照表価額は
収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用していま
す。

（2） 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

・建物、機械及び装置 鉄鋼セグメント等は定額法、自動車・産業機械部品セグメントは定率法
を採用しています。ただし、1998年４月１日以後に取得した建物（建
物附属設備を除く）及び2016年４月１日以後に取得した建物附属設備
については定額法を採用しています。

・ 構 築 物、 車 両 運 搬 具、 工
具・器具及び備品、その他

定率法を採用しています。ただし、2016年４月１日以後に取得した構
築物については定額法を採用しています。

② 無形固定資産（リース資産を除く）
・ソフトウエア（自社利用） 社内における見込利用可能期間（５年間）に基づく定額法を採用してい

ます。
③ リース資産

・所有権移転外ファイナン
ス・リース取引に係るリー
ス資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用していま
す。

（3） 引当金の計上基準
① 貸倒引当金 売掛債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能
性を検討し、回収不能見込額を計上しています。
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② 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度の末日における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき計上しています。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数（主として15年）による定額法により按分した
額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しています。
過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数（10年）による定額法により費用処理しています。

③ 執行役員退職慰労引当金 執行役員の退職慰労金の支給に備えるため、内部規定に基づく期末要支
給額を計上しています。

④ 役員株式給付引当金 株式交付規程に基づく当社の取締役等への当社株式の交付に備えるた
め、当事業年度の末日における株式給付債務の見込額に基づき計上して
います。

⑤ 株式給付引当金 株式交付規程に基づく当社の従業員等への当社株式の交付に備えるた
め、当事業年度の末日における株式給付債務の見込額に基づき計上して
います。

⑥ 関係会社事業損失引当金 関係会社の事業に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態を勘案
し、損失負担見込額を計上しています。

（4） 収益及び費用の計上基準
当社は鉄鋼セグメント及び自動車・産業機械部品セグメントの各商品及び製品の製造、販売を主な事業と

しています。これらの商品及び製品の販売については、商品及び製品の引渡時点において顧客が当該商品及
び製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、商品及び製品の引渡時点で
収益を認識しています。国内の販売においては、出荷時から顧客による検収時までの期間が通常の期間であ
る場合には、出荷時に収益を認識しています。

なお、商品及び製品の販売のうち、当社が代理人に該当すると判断したものについては、顧客から受取る
対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しています。

また、収益は顧客との契約において約束された対価から返品、値引き及び割戻し等を控除した金額で測定
しています。

取引の対価は履行義務を充足してから１年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれていません。
（5） その他計算書類作成のための基本となる事項

退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結計

算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっています。
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２．会計上の見積りに関する注記
（繰延税金資産の回収可能性）
（1） 当事業年度計上額

繰延税金資産 3,708百万円
（※）繰延税金負債との相殺前金額

（2） 計算書類利用者の理解に資するその他の情報
① 当事業年度の計算書類に計上した金額の算出方法

当社は、グループ通算制度を適用しており、通算グループ全体として課税所得が安定的に生じており、
かつ、当事業年度末において近い将来にその後の経営環境に著しい変化が見込まれないことから、スケジ
ューリング可能な将来減算一時差異等に対する繰延税金資産を回収可能と見積もっています。

② 当事業年度の計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
当事業年度末において、近い将来に経営環境に著しい変化が見込まれないということを主要な仮定とし

ています。
③ 翌事業年度の計算書類に与える影響

当該主要な仮定は、将来の不確実な経済状況の変動等によって影響を受ける可能性があり、経営環境に
著しい変化が生じた場合は、翌事業年度以降の計算書類において認識する繰延税金資産及び法人税等調整
額の金額に影響を与える可能性があります。

３．貸借対照表に関する注記
（1） 担保に供している資産及び担保に係る債務

担保に供している資産
建物 1,160百万円
土地 207百万円

計 1,368百万円
担保に係る債務
長期預り金 724百万円

計 724百万円
（2） 有形固定資産の減価償却累計額 197,251百万円
（3） 保証債務

トピー・エムダブリュ・マニュファクチャリン
グ・メキシコS.A. DE C.V. 借入債務 4百万円

トピーアメリカ，INC. 借入債務 639百万円
従業員 借入債務 18百万円

計 662百万円
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（4） 関係会社に対する金銭債権・債務
① 短期金銭債権 29,167百万円
② 長期金銭債権 1,395百万円
③ 短期金銭債務 24,457百万円
④ 長期金銭債務 950百万円

４．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
① 売上高 54,554百万円
② 仕入高 102,508百万円
③ 営業取引以外の取引高 4,325百万円

５．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数
普 通 株 式 2,019千株 677千株 238千株 2,458千株

（注）１．普通株式の自己株式数には、取締役等及び従業員向け株式報酬制度に係る信託が所有する当社株式を
含めています。

２．普通株式の自己株式数の増加677千株は、取締役会決議による増加443千株、従業員向け株式報酬制
度に係る信託による取得233千株及び単元未満株式の買取りによる増加０千株です。

３．普通株式の自己株式数の減少238千株は、自己株式の処分による減少233千株及び取締役等向け株式
報酬制度に係る信託からの交付による減少４千株です。

2026年05月21日 12時43分 $FOLDER; 22ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



― 22 ―

６．税効果会計に関する注記
（1） 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
賞与引当金 704百万円
事業税否認 147百万円
棚卸資産 330百万円
退職給付引当金 1,990百万円
貸倒引当金 58百万円
関係会社株式評価損 6,218百万円
関係会社出資金評価損 1,088百万円
関係会社事業損失引当金 18百万円
会員権評価損 45百万円
退職給付信託設定に伴う資産拠出額 229百万円
その他 1,488百万円

繰延税金資産小計 12,315百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △8,607百万円

評価性引当額小計 △8,607百万円
繰延税金資産合計 3,708百万円

繰延税金負債
固定資産圧縮積立金 △27百万円
その他有価証券評価差額金 △4,891百万円
その他 △281百万円

繰延税金負債合計 △5,199百万円
繰延税金負債の純額 △1,491百万円

（2） 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関

する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこ
れらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
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７．関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

種類 会社等の名称 資本金 事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有)
割合(%)

関係内容
取引の内容 取引金額

(百万円) 科目 期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社 トピー実業
株式会社

百万円
480

鉄 鋼 原 料、鋼
材、自 動 車 ・
建設機械部品
の販売

直接
100 −

当 社 製 品
の 販 売 及
び 原 材
料 ・ 固 定
資 産 の 購
入等

当 社 製 品
の販売
原 材 料 等
の購入
固 定 資 産
の購入

36,611 売掛金 11,409

47,999 買掛金 5,114

1,369 未払金 552

子会社
トピー工業
九州株式会
社

百万円
100

自動車用ホイ
ールの製造

直接
100 −

当 社 か ら
原 材 料 の
供給

原 材 料 の
供給 5,614 未収入金 2,671

子会社 三和部品株
式会社

百万円
200

建設機械部品
の製造

直接
100 − 資 金 の 貸

付
資金の貸付 2,292 短期貸付金 262
資金の回収 2,115
受 取 利 息 2 長期貸付金 223

子会社 リンテック
ス株式会社

百万円
100

自動車用ホイ
ールの製造、
販売

直接
100 − 資 金 の 貸

付
資金の貸付 1,716 短期貸付金 1,677
資金の回収 1,816
受取利息 29 長期貸付金 1,142

子会社 トピーアメ
リカ, INC.

百万米ドル
106

自動車用･産
業車両用･建
設機械用ホイ
ール及び建設
機械部品の製
造、販売

直接
100 −

当 社 製 品
の 販 売 及
び 資 金 の
貸付

当 社 製 品
の販売 9,725 売掛金 5,222

資金の貸付 1,884
短期貸付金 3,998

受取利息 111

子会社
トピー履帯

（中 国） 有
限公司

百万人民元
458

建設機械部品
の製造、販売

直接
100 − 資 金 の 借

入

資金の借入 778 一年以内返
済予定長期

借入金
2,133

資金の返済 759
支払利息 27 長期借入金 778

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれず、国内会社の期末残高には消費税等が含まれてい
ます。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等
価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定してい
ます。

８．収益認識に関する注記
（顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報）

「１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 （4） 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

９. １株当たり情報に関する注記
（1） １株当たり純資産額 3,938円28銭
（2） １株当たり当期純利益 460円12銭
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10. その他の注記
記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。
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